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(57)【要約】
【課題】　ゴルフクラブ全体としてスイングバランスを
調整することが可能なゴルフクラブを提供する。
【解決手段】　
　一実施形態におけるゴルフクラブヘッドは、クラブヘ
ッドと、グリップとを備え、該クラブヘッドのソール部
に重量の異なるウェイト取付部材が取付け可能な１又は
複数の取付凹部を備え、該グリップに重量の異なるウェ
イト取付部材が取付け可能な取付凹部を備え、該重量の
異なるウェイト取付部材は、前記クラブヘッドの前記１
又は複数の取付凹部間及び該クラブヘッドの該１又は複
数の取付凹部と前記グリップの前記取付凹部との間で交
換可能にされる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラブヘッドと、グリップとを備えるゴルフクラブであって、
　該クラブヘッドのソール部に重量の異なるウェイト取付部材が取付け可能な１又は複数
の取付凹部を備え、該グリップに重量の異なるウェイト取付部材が取付け可能な取付凹部
を備え、
　該重量の異なるウェイト取付部材は、前記クラブヘッドの前記１又は複数の取付凹部間
及び該クラブヘッドの該１又は複数の取付凹部と前記グリップの前記取付凹部との間で交
換可能にされることを特徴とするゴルフクラブ。
【請求項２】
　前記ウェイト取付部材は、前記クラブヘッドの前記１又は複数の取付凹部と前記グリッ
プの前記取付凹部のいずれにも取付け可能にされる、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３】
　前記クラブヘッドの前記取付凹部は３箇所設けられる、請求項１又は２に記載のゴルフ
クラブ。
【請求項４】
　前記グリップの前記取付凹部は、該グリップの端部に設けられる、請求項１から３まで
のいずれか１項に記載のゴルフクラブ。
【請求項５】
　前記クラブヘッドの前記１又は複数の取付凹部は、ゴルフクラブの全長の該クラブヘッ
ド側から２００ｍｍ以内の位置に設けられる、請求項１から４までのいずれか１項に記載
のゴルフクラブ。
【請求項６】
　前記クラブヘッドの前記１又は複数の取付凹部は、前記クラブヘッド側からみて、ゴル
フクラブの全長の２５％以内の位置に設けられる、請求項１から４までのいずれか１項に
記載のゴルフクラブ。
【請求項７】
　前記グリップの前記取付凹部は、ゴルフクラブの全長の該グリップ側から３５０ｍｍ以
内の位置に設けられる、請求項１から６までのいずれか１項に記載のゴルフクラブ。
【請求項８】
　前記グリップの前記取付凹部は、該グリップ側からみて、ゴルフクラブの全長の５０％
以内の位置に設けられる、請求項１からないし６までのいずれか１項に記載のゴルフクラ
ブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブヘッドを備えるゴルフクラブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ゴルフクラブヘッドの重量や重量バランスを調節するため、ゴルフクラブヘ
ッドに錘を取り付ける技術が提案されている。例えば、日本国特開平１１－９７４２号公
報には、クラブヘッド本体のソール部に、打球面に略直交する方向に沿って複数のウエー
ト取付部が設けてあり、当該ウエート取付部に適宜重量およびサイズのウエート調整部材
が選択的に取付けてあるゴルフクラブヘッドが開示されている。
【０００３】
　また、ゴルフクラブのスイングスピードを上げるため、ゴルフクラブにバランスウェイ
トを取り付ける技術も提案されている。例えば、実用新案登録第３０５２８９８号公報に
は、ゴルフクラブのグリップエンドにバランスウェイトを設けたゴルフクラブが開示され
ている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－９７４２号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０５２８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示すゴルフクラブヘッドでは、クラブヘッドの重心位置や
フェース角を調整することはできるものの、クラブヘッドのこのような調整に起因したゴ
ルフクラブ全体への影響を回避することが難しいという問題があった。他方、特許文献２
に示すゴルフクラブでは、ゴルフクラブのヘッドスピードを上げることができるものの、
ゴルフクラブのグリップエンドへのバランスウェイトの取り付けによるゴルフクラブ全体
への影響が考慮されているとは言い難いという問題があった。
【０００６】
　本発明の実施形態は、ゴルフクラブ全体としてスイングバランスを調整することが可能
なゴルフクラブを提供することを目的の一つとする。本発明の実施形態の他の目的は、本
明細書全体を参照することにより明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブは、クラブヘッドと、グリップとを備え、該ク
ラブヘッドのソール部に重量の異なるウェイト取付部材が取付け可能な１又は複数の取付
凹部を備え、該グリップに重量の異なるウェイト取付部材が取付け可能な取付凹部を備え
、該重量の異なるウェイト取付部材は、前記クラブヘッドの前記１又は複数の取付凹部間
及び該クラブヘッドの該１又は複数の取付凹部と前記グリップの前記取付凹部との間で交
換可能にされる。
【０００８】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記ウェイト取付部材は、前記クラ
ブヘッドの前記１又は複数の取付凹部と前記グリップの前記取付凹部のいずれにも取付け
可能にされる。
【０００９】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記クラブヘッドの前記取付凹部は
３箇所設けられる。
【００１０】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記グリップの前記取付凹部は、該
グリップの端部に設けられる。
【００１１】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記クラブヘッドの前記１又は複数
の取付凹部は、ゴルフクラブの全長の該クラブヘッド側から２００ｍｍ以内の位置に設け
られる。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記クラブヘッドの前記１又は複数
の取付凹部は、前記クラブヘッド側からみて、ゴルフクラブの全長の２５％以内の位置に
設けられる。
【００１３】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記グリップの前記取付凹部は、ゴ
ルフクラブの全長の該グリップ側から３５０ｍｍ以内の位置に設けられる。
【００１４】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブにおいて、前記グリップの前記取付凹部は、該
グリップ側からみて、ゴルフクラブの全長の５０％以内の位置に設けられる。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明の様々な実施形態によって、ゴルフクラブヘッドの重量バランスやゴルフクラブ
グリップのカウンターバランスを調整可能とするだけでなく、ゴルフクラブ全体としてス
イングバランスを調整することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施形態に係るゴルフクラブ１の構成図を示すものである。
【図２】一実施形態に係るゴルフクラブゴルフクラブヘッド１０のソール面２０の模式図
を示すものである。
【図３】一実施形態におけるゴルフクラブグリップ３０の模式図を示すものである。
【図４】一実施形態におけるゴルフクラブ１に取付けられるウェイト取付部材１１の斜視
図を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の様々な実施形態について適宜図面を参照して説明する。なお、図面にお
ける共通する構成要素には同一の参照符号が付されている。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブヘッド（以下、単に「ヘッド」と言う
ことがある。）１０を備えた本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１の構成を概略的に
示す構成図である。一実施形態におけるゴルフクラブ１は、図示するように、天然ゴム又
は合成ゴム等によって形成されたゴルフクラブグリップ３０と、このゴルフクラブグリッ
プ３０に結合し繊維強化樹脂又は金属材料等によって管状に形成されたシャフトＳと、こ
のシャフトＳにホーゼルＨＺを介して結合した一実施形態におけるゴルフクラブゴルフク
ラブヘッド１０と、を備える。
【００１９】
　ここで、一実施形態におけるゴルフクラブ１及びゴルフクラブヘッド１０は、ウッドク
ラブ及びそのヘッドとして構成されているが、本発明の様々な実施形態は、アイアンクラ
ブ及びそのヘッドとして構成されたゴルフクラブ及びヘッドを含み、特定の態様に限定さ
れるものではない。また、一実施形態におけるゴルフクラブヘッド１０（以下、クラブヘ
ッド１０という）は、例えば、ステンレス、チタン、又はチタン合金等の金属材料によっ
て形成されている。
【００２０】
　次に、図２は、一実施形態におけるゴルフクラブヘッド１０のソール面２０を模式的に
示す模式図である。図２に示すように、本発明の一実施形態におけるゴルフクラブ１のク
ラブヘッド１０において、当該クラブヘッド１０のソール面２０に１又は複数の取付凹部
１２（図示の例では３箇所）が設けられ、重量の異なるウェイト取付部材１１が、当該取
付凹部１２に交換可能に取付けられるように構成される。
【００２１】
　次に、図３は、一実施形態におけるゴルフクラブグリップ３０（以下、グリップ３０と
いう）の端部３２を模式的に示す模式図である。図３に示すように、本発明の一実施形態
におけるゴルフクラブ１のグリップ３０において、グリップ３０の端部３２に形成された
スリーブ３３により取付凹部３１が形成され、重量の異なるウェイト取付部材１１が、当
該取付凹部３１に交換可能に取付けられるように構成される。
【００２２】
　さらに、図１、２及び３を参照して、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１につい
て説明する。本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１は、クラブヘッド１０と、グリッ
プ３０とを備え、該クラブヘッド１０のソール部２０に重量の異なるウェイト取付部材１
１が取付け可能な１又は複数の取付凹部１２を備え、該グリップ３０に重量の異なるウェ
イト取付部材１１が取付け可能な取付凹部１２を備え、該重量の異なるウェイト取付部材
１１は、前記クラブヘッド１０の前記１又は複数の取付凹部１２間及び該クラブヘッドの
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該１又は複数の取付凹部１２と前記グリップ３０の前記取付凹部３１との間で交換可能に
される。
【００２３】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該ウェイト取付部材１１は、当
該クラブヘッド１０の１又は複数の取付凹部１２と当該グリップ３０の取付凹部３１のい
ずれにも取付け可能にされる。
【００２４】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１により、ゴルフクラブヘッドの重量バランス
やゴルフクラブグリップのカウンターバランスを調整可能とするだけでなく、ゴルフクラ
ブ全体としてスイングバランスを調整することが可能となる。
【００２５】
　図２に示すように、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該クラブヘ
ッド１０の取付凹部１２は３箇所設けられる。ただ、クラブヘッド１０へ設けられる取付
凹部１２の数は、２箇所若しくは３箇所より多く構成しても構わない。
【００２６】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該グリップ３０の当該取付凹部
１２は、該グリップ３０の端部３２に設けられる。
【００２７】
　図１を参照して、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１について説明する。本発明
の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該クラブヘッド１０の当該１又は複数の
取付凹部１２は、ゴルフクラブ１の全長Ｌの該クラブヘッド１０側から２００ｍｍ以内の
位置に設けられる。
【００２８】
　また、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該クラブヘッド１０の当
該１又は複数の取付凹部１２は、当該クラブヘッド１０側からみて、ゴルフクラブ１の全
長Ｌの２５％以内の位置に設けられる。
【００２９】
　さらに、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該グリップ３０の当該
取付凹部３１は、ゴルフクラブ１の全長Ｌの該グリップ３０側から３５０ｍｍ以内の位置
に設けられる。
【００３０】
　また、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、当該グリップ３０の当該取
付凹部３１は、該グリップ３０側からみて、ゴルフクラブ１の全長Ｌの５０％以内の位置
に設けられる。
【００３１】
　本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１により、ゴルフクラブヘッドの重量バランス
やゴルフクラブグリップのカウンターバランスを調整可能とするだけでなく、ゴルフクラ
ブ全体としてスイングバランスをより的確に調整することが可能となる。
【００３２】
　次に、図４に、ウェイト取付部材１１の例を示す。前述のように、重量の異なるウェイ
ト取付部材１１を使用するため、材料等を異なるものとして形成することで、様々な重量
のウェイト取付部材１１を形成することができる。例えば、ウェイト取付部材１１の材料
として、アルミ合金、ステンレス、チタン合金又はタングステン合金を使用することがで
きるが、これらに限られない。より具体的には、重量の異なる取付部材として、３ｇの重
量を有するウェイト取付部材１１ａ、４ｇの重量を有するウェイト取付部材１１ｂ、７ｇ
の重量を有するウェイト取付部材１１ｃ、６ｇの重量を有するウェイト取付部材１１ｄを
例にさらに説明する。
【００３３】
　１つの態様として、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、クラブヘッド
１０にウェイト取付部材１１ａ、１１ｂ、１１ｃを、グリップ３０にウェイト取付部材１
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がＣ８．５）となる。このような態様では、ヘッドスピード（ＨＳ）が４４ｍ／ｓ程度の
ユーザが飛距離や方向性の性能を最大限引き出せる振り易さを得られるという利点を有す
るスイングバランスを備えたゴルフクラブを構成することが可能となる。
【００３４】
　もう１つの態様として、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、クラブヘ
ッド１０にウェイト取付部材１１ｂ、１１ｃ、１１ｄを、グリップ３０にウェイト取付部
材１１ａを用いることが考えられる。この場合、クラブ慣性モーメントは、２９５万（Ｓ
．ＢがＤ１．４）となる。このような態様では、ヘッドスピード（ＨＳ）が４７ｍ／ｓ程
度のユーザが飛距離や方向性の性能を最大限引き出せる振り易さを得られるという利点を
有するスイングバランスを備えたゴルフクラブを構成することが可能となる。
【００３５】
　もう１つの態様として、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、クラブヘ
ッド１０にウェイト取付部材１１ａ、１１ｃ、１１ｄを、グリップ３０にウェイト取付部
材１１ｂを用いることが考えられる。この場合、クラブ慣性モーメントは、２９３万（Ｓ
．ＢがＤ０．４）となる。このような態様では、ヘッドスピード（ＨＳ）が４６ｍ／ｓ程
度のユーザが飛距離や方向性の性能を最大限引き出せる振り易さを得られるという利点を
有するスイングバランスを備えたゴルフクラブを構成することが可能となる。
【００３６】
　更なる１つの態様として、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１において、クラブ
ヘッド１０にウェイト取付部材１１ａ、１１ｂ、１１ｄを、グリップ３０にウェイト取付
部材１１ｃを用いることが考えられる。この場合、クラブ慣性モーメントは、２８７万（
Ｓ．ＢがＣ７．５）となる。このような態様では、ヘッドスピード（ＨＳ）が４２ｍ／ｓ
程度のユーザが飛距離や方向性の性能を最大限引き出せる振り易さを得られるという利点
を有するスイングバランスを備えたゴルフクラブを構成することが可能となる。
【００３７】
　以上のように、本発明の一実施形態に係るゴルフクラブ１により、ゴルフクラブ全体と
しての重量を変更することなく、ゴルフクラブヘッドやグリップの一部のみではなく、ゴ
ルフクラブ全体としてスイングバランスをより的確に調整することが可能となる。
【００３８】
　本明細書で説明された各構成要素の寸法、材料、及び配置は、実施形態中で明示的に説
明されたものに限定されず、この各構成要素は、本発明の範囲に含まれうる任意の寸法、
材料、及び配置を有するように変形することができる。また、本明細書において明示的に
説明していない構成要素を、説明した実施形態に付加することもできるし、各実施形態に
おいて説明した構成要素の一部を省略することもできる。
【符号の説明】
【００３９】
　１　ゴルフクラブ
　１０　ゴルフクラブヘッド
　１１　ウェイト取付部材
　１２　取付凹部
　２０　ソール面
　３０　ゴルフクラブグリップ
　３１　取付凹部
　３２　端部
　３３　スリーブ
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